
わが国では、日本国憲法において地方自治の基本原則が定められ、戦前には認められ

ていなかった地方自治に門戸が開かれたものの、高度経済成長とともに中央集権型シス

テムのウエイトが強まり、その状態がきわめて長期間にわたって維持されてきた。この

ようななかで地方分権と広域的行政の問題は、たいていの場合、「団体自治」の一環とし

て一体的に扱われてきたきらいがある。しかし、戦後50年を経た今日、内外の社会経済

情勢の変化と~も相まって、住民自治の視点から「地方主権」に向けて着実に動き出そう

としている。

地方分権から中央集権に揺れ戻した戦後復興期

地方自治法の制定とシャウプ勧告

1947年4月に地方自治法、同年5月に

日本国憲法が制定され、地方自冶体の組

織・・運営に関する事項は「地方自治の本

旨」に基づいて法律で定めることが明記

された。これにより、知事の公選制と市

町村長の直接選挙制が導入され、都道府

県は、それまでのよ,うに国の出先機関で

はなく、完全自治体として位置づけられ

ることとなった(市町村も同様)。地方

自治法の制定に伴い、警察権と教育権の

地方への移譲が進められ、住民の直接請

求制度の導入なども認められた。

しかし、地方自治法で、当初は固有の

自治事務が明記され、国の直接の監督権
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は受けないこととされていたにもかかわ

らず、その翌年、中央省庁の圧力によっ

て「法律又はこれに基づく政令に特別の

定があるときは、この限りでない」(第

2条第3項)との但し書きが加えられた。

これをきっかけに二機関委任事務の拡大

をはじめ、中央省庁の介在が薗まること

となった。

※機関委任事務とは、地方公共団体の長

や教育委員会などの機関に対し、国また

は他の地方公共団体などから法律または

これに基づく政令により委任された事務。

その事務処理を拒否したときなどは、沖

縄米軍基地用地の使用について沖縄県知

事が代理署名を拒否した場合のように職

務執行命令により履行を強制される。機

劇援仁方〝古跡盾と広聯冊の.讃カ



関委任事務の内容は、地方自治法の別表

に示されている。当初は150項目程度で

あったが、現在では都道府県関係・市町

村関係を合わせて561項目に達する。都

道府県の事務の7～8割、市町村の事務

の3～4割は機関委任事務とされる。

機関委任事務は、きわめて多岐・詳細

にわたっている半面、地方行政の現場で

は地方固有の事務との区分がなされない

など、日常業務を進めるうえでは特に支

障はないといわれる。しかし、住民の代

表である知事や市町村長が国などの指導

監督下に置かれている状態を改善して、

国と地方を対等・協力の関係とするため、

地方分権推進委員会では、機関委任事務

制度を廃止するよう勧告している(1996

年1・2月)。

また、1949年のシャウプ勧告をうけて、

国の地方行財政調査委員会議(神戸委員

会)は、行政責任の明確化原則や市町村

優先主義慮別を基調に、機関委任事務の

原則廃止、国立大学の地方移管、市町村

合併の促進などを内容とする行財政改革

を勧告した。

しかし、中央省庁の抵抗でほとんど異

体化せず、㌢ヤウプ勧告に基づいて1950

年に創設された地方財政平衡交付金制度

についても、1954年に現行の地方交付税

制度に改められ、地方から国への依存体

質を強める結果となった。

市町村財政の悪化と再集権化への動き

この間、義務教育の導入に伴い、財政

顔に方〝石政吉が臆と広域妙冊の威力

難に陥っていた市町村を救うため、1953

年に町村合併促進法が施行された。1945

年10月に10,520あった市町村数は、同法

施行時の1953年10月に9,868、同法が失

効した1956年9月には3,975に減少し、

向こう3か年で市町村数を3分の1にす

るという当初の目標はほぼ達成された。

1955年には地方財政再建特別措置法が

制定され、市町村財政に対する国の介入

が一段と増大した。さらに1953年に設置

された第1次地方制度調査会の答申をう

けたかたちで、1954年に自治体警察制度

が廃止され、1956年には教育委員公選制

が廃止された。

結局、シャウプ勧告で提示された市町

村への事務の再配分といった視点は後退

し、代わりに市町村の行財政の合理化に

関する議論が前面に押し出されるなど、

戦後開かれた地方分権への門戸は、1950

年代半ばまでにかなり狭められることと

なった。
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中央集権が進んだ高度経済成長期

揺れ動いた都道府県制度

1950年に国土政策の基幹法となる国土

総合開発法が制定された。『経済自書』

で「もはや戦後ではない」といわれた

1950年代半ばになると、全国各地で道路

網整備、工業開発、水資源開発、治山・

治水事業などの広域的かつ大規模な地域

開発が活発化してきた。

このような大規模開発を進めるうえで

都道府県境や都道府県の割拠主義的な姿

勢が支障になってきたことに加え、導入

されてまもない公選制知事に対する中央

省庁の不信感も手伝って、この時期を前

後に都道府県制度の廃止に関する議論が

増えてきた。

1954年には全国市長会などが、1955年

には関西経済連合会が相次いで都道府県

制の廃止と道州制構想を打ち出した。

1957年の第4次地方制度調査会では、全

国を7ブロック程度に分けた官選の長に

よる地方制案と都道府県の広域統合案が

採決され、1票差で地方制案が多数意見

として答申された。1963年の臨時行政調

査会専門部会においても地方庁構想が提

示された。この間、1956年には政令指定

都市制度が創設されている。

1960年代に入ると、近畿圏整備法(1963

年)や中部圏開発整備法(1966年)の制
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定をきっかけに、大阪・奈良・和歌山の

"阪奈和"合併構想や愛知・三重・岐阜

3県の合併構想が浮上した。1965年の第

10次地方制度調査会は、府県合併に関す

る答申を行った。これをうけて翌年の第

51国会に「都道府県合併特例法案」が提

出され、再提出を含めて3か年にわたっ

て審議されたが、1968年の第58国会で廃

案となった。

大規模開発の推進と中央集権化

池田内閣のもとで1960年に打ち出され

た所得倍増計画を契機に、工業開発・地

域開発が一段と加速された。1962年には

「地域間の均衡ある発展」をめざして拠

点開発方式をうたった「全国総合開発計

画」が閣議決定された。

これらの広域的な大規模開発を円滑に

促進するため、国では「地方庁構想」と

も絡めながら、1963年に地方農政局を新

設し、地方建設局や地方通商産業局を増

強したはか、1964年には法改正により一

般国道と一級河川の管理を知事から建設

大臣に引き上げた。1965年には各ブロッ

クにおいて国・地方間の連絡・協議を行

うため、地方行政連絡会議が設置された。

また、財政投融資資金を原資に大規模

事業を展開するため、日本道路公団(1956

戯勝仁が〝石戯方が管と蔚紛行政の慮れ

J



年)をはじめ、水資源開発公団(1962年)、

日本住宅公団(1963年)、日本鉄道建設

公団(1964年)などの特殊法人が中央省

庁の監督のもとで相次いで設立された。

このように中央省庁による直轄事業体

制が進められるなかで、地方の側でも、

首長選挙で「中央に直結した地方自治」

をうたったり、地域指定を獲得するため

に革新系市長が無所属に移ったり、陳情

活動が大規模化するなど、中央志向を強

めていった。1962年に創設された新産業

都市の指定にあたっては道府県や市町村

の陳情活動が繰り広げられ、「世紀の陳

情合戦」とまでいわれた。

新藤宗幸・立教大学教授は、1960年代

に中央省庁による直轄事業体制が強化さ

れた状況を「新中央集権体制」と呼び、

地方分権を含めた現在進行中の行政改革

が対象とすべきは、そのような「60年代

体制」にあるとしている[新藤『地方分

権を考える』1996年]。.

1969年には「新全国総合開発計画」が

閣議決定され、「豊かな環境の創造」と

いう基本的目標のもとで、過疎・過密や

地域格差を解消するため、大規模プロジェ

クトの推進によって国土利用の偏在を是

正するという開発方式が提示された。ま

た、急激な都市化の進展などに伴い、市

鮮度にお〝る劫方が盾と広聯行政の慮れ

町村の範域を越える問題が増大してきた

ことなどから、「新全国総合開発計画」

の策定と前後して、自治省による広域市

町村圏や建設省による地方生活圏が導入

された。

道州制論の再燃

1960年代末になって、「都道府県合併

特例法案」の廃案を機会に都道府県の合

併や連合に関する議論が一段落したこと

に加え、「新全総」を推進するための広

域的な仕組みづくりが必要との観点から、

都道府県制度の廃止と道州制の導入に関

する議論が再燃してきた。

1968年には、全国知事会が反対するな

か、全国市長会は、「現行府県制度は将

来これを廃止し、別途広域行政機関とし

て再編成するよう根本的に検討する」と

の要望をまとめた。1969年には関西経済

連合会が「地方制度の根本改革に関する

答申」を発表し、日本商工会議所は「廃

県置州」を唱えた。

しかし、「屋上屋を架する」などの反

対意見が強く、また単なる地域割りの議

論にとどまりがちであったこともあって、

道州制に関する議論は1970年代に入って

終息した。
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地方の自覚が高まった安定経済移行期

政権交替なき政策転換

1960年代のわが国は、ほとんどの年次

を通じて2桁台の実質経済成長率を続け

てきたが、1971年のニクソン・ショック

を契機に1桁台に落ち着いた。高度経済

成長のピークアウトとともに、1960年代

後半から各地で過疎・過密問題や公害問

題、自然破壊問題などが顧在化し、住民

運動・市民運動が活発となった。このよ

うな動きに符合し、特に1970年前後から

各地でいわゆる革新系の知事や市長が多

く誕生した。

これらの自治体のもとでは、住民参加

の推進、保健・医療・福祉の充実、環境

や景観に関する条例や要綱の制定などが

実験的に進められた。このような試みは、

たとえば各地における環境保護条例が自

然環境保全法ゐ制定(1972年)につながっ

たり、ほとんどの都道府県で高齢者医療

の無料化が導入されたのをうけて国も制

度化に踏み切る(1973年)など、法制化

や国の政策に大きな影響を与えたことか

ら、「政権交替なき政策転換」といわれ

ている。

また、1970年に自治省が「コミュニティ

構想」を発表し、1976年には第16次地方

制度調査会が住民の自治意識の向上方策

について答申するなど、住民参加のあり

〝ゲーテ前野/劇場:2

方に関する議論もみられた。

つかの間の地方の時代

1978年には、埼玉・神奈川・広島3県

の知事の提唱により「地方の時代シンポ

ジウム」が開催され、「地方の時代」が

流行語ともなった。

このシンポジウムをきっかけとする具

体的な成果は、都道府県知事に委任され

た事務の市町村への再委任、都道府県職

員と市町村職員の人事交流の促進などに

限られるといわれている。ノしかも神奈川

県と広島県では、国から県への権限移譲

に先駆けて県から市町村への権限移譲を

進めようとしたが、市町村の受入準備が

整っていなかったために実際にはほとん

ど進展しなかった。

にもかかわらず、このシンポジウムが

今日の地方分権改革に関する議論に先鞭

をっけたことは評価されている。

なお、1970年代半ばに東京圏への流入

人口が底を迎え-ほとんどの道府県で人、

口が増加したことなどから、矢田俊文・

九州大学教授は、この時期を60年代の高

度経済成長期と80年代の調整期にはさま

れた「つかゐ間の地方の時代、地域格差

是正の時代」と呼んでいる[矢田俊文・

今村昭夫編『西南経済圏分析』1991年]。

鮮度にお〝石。敵方が1啓と広聯行政の励
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1977年に閣議決定された「第三次全国

総合開発計画」では、以上のような時代

背景をふまえ、「人間居住の総合的環境

の整備」を基本的目標に、大都市への人

口・産業の集中を抑制しながら地方の均

衡ある発展を図るため定住圏構想が提示

された。

地方自立への動き

行革と緊縮財政

1971年のニクソン・ショックに続いて

1973年には第1次石油ショックが起こり、

わが国の経済は低成長時代に移行した。

税収の大幅停滞に伴い、1975年の補正予

算において大規模な特例債、いわゆる赤

字国債が発行された。1978年の第2次石

油ショックによって税収がさらに落ち込

んだため、1980年度の予算編成から「ゼ

ロ・シーリング」の考え方が導入された。

1981年には鈴木内閣による財政非常事態

宣言をうけて第2次臨時行政調査会(土

光臨調)が設置され、1983年には中曽根

内閣のもとで第1次行政改革審議会が設

置された。

この間、1979年の第17次地方制度調査

会から1988年の第21次調査会まで連続し

て、地方行財政制度のあり方に関する議

論が行われている。

第2次臨調と第1次行革審の答申に基

づいて、「増税なき財政再建」・を旗印に、

国鉄・電電公社・専売公社の民営化など

が進められるとともに、国から地方への

顔にお伊香腰方が臆と広即行珍の威力

移転支出の削減と地方の経費抑制を図る

ため、地方自治体職員の給与の抑制と減

員に対する指導や国庫補助負担金の削減

などが進められたJ_r、・

1985年には、自治事務次官から都道府

県知事に対して、「地方公共団体の行政

改革推進の方針(地方行革大綱)の策定

について」という通知が出され、都道府

県のみならず市町村も含め、行政改革に

取り組むこととなった。この「大綱」は、

国から地方への権限移譲に先駆けて都道

府県から市町村への権限移譲が進むきっ

かけともなった。

また、生活保護、母子保健衛生、失業

対策といった国庫による補助・負担率が

高率の補助負担金については、1985年度

予算から率の1割削減が行われるように

なった。国庫補助負担金の削減は、当初

は単年度のみの緊急措置とされていたが、

結局1988年度まで継続され、法改正に伴

い、1989年度からは削減されたままの状

態がほぼ恒常化されている。

リサーチ碗野1即　2
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自立を余儀なくされた地方・

このようにして地方は、財政的に厳し

い状況を強いられることとなった。しか

し一方では、地域の自立に向けて積極的

に取り組む事例もみられるようになって

きた。

その代表的なものは、大分県の平松守

彦知事の呼びかけで1979年から始められ

た「一村一品運動」である。その後、細

川護勲・熊本県知事の提唱で1984年度か

ら「熊本日本一づくり運動」が始められ

るなど、1980年代に入ると、各地で特産

品振興や観光活性化などの取組がさらに

活発化してきた。当時の状況について、

平松知事は「地方試練の時代」、細川知

事は「地方反乱の時代」と表現したこと

がある。

1988年度には竹下内閣のもとで、「自

ら考え自ら行う地域づくり事業」、いわ

ゆる「ふるさと創生1億円事業」が打ち

出された。この事業について、一部には

「ばらまき」という見方もあったが、坂

田期雄・東洋大学教授は、次のような評

価をすべきとしている[坂田『地方分権

へのシナリオ』1996年]。

1)主体的な地域づくりに対する市町

村職員の意識変革をもたらすと同時

に、アイデア募集などを通じて住民

の参加意識が高まったこと。また、

マス~コミで取りあげられる機会も多

〝サーチ掴1〝　2

く、住民自治のあり方に関する人々

の関心を喚起したことb

2)「ふるさと創生事業」の導入にあ

わせて、地域総合整備事業債の財源

を確保するとともに、その元利償還

金の3～5割程度を地方交付税でま

かなうなど、市町村の取組を財政的

に支援する制度が整備されたこと。

起債と地方交付税の組み合わせ'によ

る財政的支援は、「ふるさと創生事

業」を継承した現行の「ふるさとづ

くり事業」のはか、自治省の「リー

ディングプロジェクト推進事業」、

広域市町村圏による「ふるさと市町

村圏基金」の設置といった多くの事

業に展開され、市町村による多様で

自発的な取組を促したこと。

3)国庫補助負担金からひもつきでな

い地方交付税への切り替えとも相ま

って、地方財政における普通建設事

業の構成をみると、1987年度以降、

地方の自主性が活かせる地方単独事

業の割合が国庫補助事業を上回って

拡大していること。国の財政逼迫を

背景にして、特に「ふるさと創生事

業」を契機に「財政面で地方分権化

がかなり大きく進んだ」こと。

※国の動きに前後し、都道府県の側でも、

市町村の主体的な取組を支援する仕組み

を充実してきた。

鮮度仁方〝石政吉が瘡と広軌の虎カ
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中国地方において現在実施中の事業とし

ては、鳥取県市町村振興交付金制度(創設

1989年度)、住んで幸せしまねづくり事業

(同1991年度)、岡山県地域振興事業交付金

制度(同1982年度)、広島県地域づくり総

合補助金制度(同1990年度)、山口県離島・

過疎地域等活性化対策事業補助金制度(1985

年度に名称を変更)などがある[中国地方

総合研究センター『中国地域の経済と地域

開発1996』]。

ただ、このように地方の創意工夫と自

立が求められるようにならた半面、「80

年代から今日にかけて顕著になっている

事態」は、"目を覚ましている自治体"

と"居眠りしている自治体"との間で政

策や行政サービスの格差が拡大している

ことといわれる[新藤・前掲書]。

このため、都道府県知事・市町村長の

リーダーシップや行政の政策形成能力の

向上などが課題になっている。

なお、1987年に閣議決定された「第4

次全国総合開発計画」では、「多極分散

型国土形成」を基本的目標とする交流ネッ

トワーク構想が提示された。

新たな地方の時代のはじまり

国と地方の関係の見直し

1980年代末から現在にかけて、地方分

権に向けて急速な進展がみられた。1988

年5月の第21次地方制度調査会答申、

1989年12月の第2次臨時行政改革推進審

議会答申、1991年7月の第3次臨時行政

改革推進審議会第1次答申において、そ

れぞれ国と地方の機能分担をふまえなが

ら国から地方への権限移譲を進めること

が答申された。第3次臨調第3次答申

(1992年6月)では、「地方分権特例制度=

パイロット自治体制度」の導入が提案さ

れた。

民間の側でも、1993年1月に政治改革

戯援仁方一ケ石此方が盾と広域妙行政の慮れ

推進協議会(民間政治臨調)が「地方分

権に関する緊急提言」、2月に経団連が

「21世紀に向けた行政改革に関する基本

的考え」、4月に同じく経団連が「東京

一極集中の是正に関する経団連見解」を

発表し、地方分権の意義を訴えた。

連邦制・道州制

1980年代末から1990年代初頭にかけて、

長野士郎・岡山県知事(当時)をはじめ、

恒松制治・前島根県知事、日本青年会議

所、(杜)行革国民会議などにより、原則

として立法・司法・行政の3権を担う地

方が国を構成するという連邦制構想が提

〝ゲーテ楯1廃材:プ
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示された。

これとは別に、中部経済連合会「望ま

しい国と地方のあり方」(1989年10月)、

西日本経済協議会「新しい日本の創造一

西日本からの提言-」(1990年10月)、中

国経済連合会「多極分散型国土実現への

提言」(1990年11月)、関経連「都道府県

連合に関する提言」(1991年11月)など

では、それぞれ道州制への発展を展望し

ながら都道府県連合制度を設置すること

が提案された。

こうした提言をふまえ、第2次臨時行

政改革推進審議会の答申(1989年12月)

では、「都道府県の区域に立脚する広域

的な地域行政主体の形成」などについて

検討することとされた。第3次行革審最

終答申にも同様の考え方が受け継がれて

いる。

地方分権に関する大綱と法の制定

これらの情勢のもとで、1993年6月に

は衆参両院において「地方分権の推進に

関する決議」が全会一致で採択された。

1993年10月の第3次行革審最終答申は、

これまでの臨調・行革審の議論の集大成

として地方分権と規制緩和の2つの柱を

打ち出した。このなかでは、今後1年程

度を目途に地方分権に関する大綱方針を

策定し、これをもとに法律を制定するこ

とが求められている。

〝ゲーテ前野1鋤　2

同答申をうけて政府は、1994年1月に

細川首相を本部長とする行政改革推進本

部を設置し、2月には「今後における行

政改革の推進方策について(中期行革大

綱)」を閣議決定した。5月には大綱方

針のあり方を具体的に検討するため、推

進本部のもとに専門家を加えた地方分権

部会が設置された。また、地方分権の推

進方法のあり方を検討するため、第24次

地方制度調査会が4月に発足し、-11月に

答申を行った。

そして12月に、村山内閣のもとで「地

方分権の推進に関する大綱方針」が閣議

決定され、翌1995年5月「地方分権推進

法」が成立し、7月から施行された。さ

らに同法施行とともに地方分梅推進委員

会が発足した。

このような動きに並行して地方分権に

関連した制度が具体化した。第3次行革

審で提案された「地方分権特例制度=パ

イロット自治体制度」は、1992年12月に

閣議決定され、翌年に決定された実施要

領に基づいて動き出した。また、第2次

行革審による「国と地方の関係等に関す

る答申」(1989年12月)で「地域中核都

市」と「広域連合」の考え方が提示され

たが、第23次地方制度調査会ではそれら

のあり方を審議し、1993年4月に「広域

連合及び中核市に関する答申」を行った。

その後ユ994年6月に地方自治法が一部改

戯援仁方〝石彪方が膚と広域の微の励

タ



正され、中核市は1995年4月から、広域

連合制度は5月からそれぞれ施行された。

さらに1995年3月には住民発議制度など

が盛り込まれた「市町村合併特例法」が

改正され、4月から施行されている。

住民の視点からの主体的な地方分権

第3次行革審最終答申(1993年10月)

を含め、それまでの議論は、住民自治や

住民参加に関する視点がほとんどなく、

「団体自治レベルだけの分権論」にとど

まっていたとされる[遠藤宏一・加茂利

男『地方分権の検証』1995年]。実際、

それ以前の提言などをみても、1989年12

月の第2次行革審答申では住民投票制度

や直接請求制度について言及され、1993

年1月の政治改革推進協議会(民間政治

臨調)による提言では政策投票制や住民

総会について簡単にふれられている程度

である。

また、これませの地方分権論と広域行

政論はつねに「ワンセット」であり、広

'域行政論も国土計画との関連で議論され、

住民の視点がほとんど欠落していたとい

う指摘もある[水口憲人・自治体問題研

究所編『広域行政と地方分権』1993年]。

しかし最近になって、全国知事会など

から構成される地方6団体は、「地方分

権の推進に関する意見書」(1994年9月)

において、地方公共団体の行財政運営の

鮮度にお〝右腹右が膚と広場好行政の励

民主化、公正・透明化を図るため、条例

制定手続に住民投票制度を導入するとと

もに、外部監査制度を導入することなど

を求めている。これに対応して、第24次

地方制度調査会答申(同年11月)では、

「住民による地方公共団体の行政への参

加の機会の拡大右図るとともに、政策形

成等における住民意思の反映の方策とし

て、住民発議制度や住民投票制度等につ

いて検討する必要がある」としている。

地方分権に対する住民の関心は全般に

まだ高くないといわれているが、1996年

に新潟県巻町と沖縄県で実施された住民

投票などを機会に、戦後50年を経てよう

やく住民自治の視点から地方分権をとら

えようとする動きが活発化しつつあるこ

とは注目される。

当研究センターでは、中国経済連合会

と共同で「地方分権と広域的行政のあり

方に関する調査研究」を実施中です。本

稿は、与の途中成果の一部をご紹介した

ものです[いとうとしやす/当研究セン

ター主任研究員・地域経済研究部次長]。

〝ゲーテ前野l劇〝:プ
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参考　地方分権と広域的行政に関連した主要な動き

年　 月 摘　　　　　　　　　　 要

1946. 9

10

地方税法 ・地方分与税法が改正

(府県民税 ・配付税の創設、府県に法定外独立税設定の権限付与など)

地方制度調査会が設置

1947. 5

12

12

地方自治法が施行

(東示都制 ・府県制 ・市制 ・町村制を統合 し、知事以下の都道府県職員の

身分を官吏から地方公務員へ)
警療法が制定

(国家地方警察と自治体警察を置 く)

消防組織法が制定
(自治体消防の発足、国家公安委員会に国家消防庁設置) ~

1948. 7

7

8

8

地方財政法が制定
(地方財政運営の基本原則、国 と地方公共団体相互の財政調整など)

地方税法が改正
(都道府県税として事業税 ・特別所得税 ・鉱産税 ・酒消費税 ・電気ガス税

木材取引税 ・入場税、市町村税 として接客人税 ・使用人税を新設)

地方自治法が改正 ・施行
(地方公共団体の事務の範囲を具体的に例示、長の議会に対する一方的拒

否権を付与、地方税 ・分担金 ・使用料 ・手数料の賦課徴収は条例改廃の

直接請求か ら除外するなど)

消防法が制定

(予防消防を大きく採 り入れ、消防行政の基礎を確立)

1949 . 8 第 1次シャウプ勧告

12

12

地方財政法が改正
(当遠金付証票の発売を内閣総理大臣の指定する戦災都市に認める)

地方行政調査委員会議設置法が制定

(シャウプ勧告に基づき、国、都道府県および市町村相互間の事務再配分
に関する計画を審議。通称丁神戸委員会」が設置)

1950 . 5

5

地方自治法が改正

(直接請求の手続の整備など)

地方財政平衡交付金法が制定

5 国土総合開発法が公布

9 第 2 ㌍シャウプ勧告

10 地方行政調査委員会議が国庫補助金制度改正に関する勧告

12 地方行政調査委員会議が行政事務再配分に関する勧告

1951. 3

9

地方税法が改正
(市町村民税に法人割を設置、給与所得の特別徴収が認められる、国税と

地方税の徴収順位を同順位とするなど)

地方行政調査委員会議が行政事務再配分に関する第 2 次勧告

〝サーチ楢1麒　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戯一座にお〝石此方が盾と広聯行醇の威力
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年　 月 摘　　　　　　　　　　 要

1952. 4 地方行政調査委員会議が廃止

5

5

地方財政法が改正

(国 ・地方公共団体が寄付の強制割当をすることを禁止し、地方公共団体

の義務的事務の経費について国が負担することを容認)

全国市長会が府県制の廃止を決議

8 地方公営企業法が制定

8

8

地方自治法が改正
(執行機関の組織の簡素化、簡易な共同処理方式の導入、内閣総理大臣 ・

都道府県知事に勧告権を付与、特別区長の公選の廃止など)

地方制度調査会設置法が制定

1953. 4 義務教育国庫負担法が施行

.8～9 全国市長会 ・全国町村会が府県廃止と道州制構想を発表

10 町村合併促進法が施行

10 第 1次地方制度調査会が 「地方制度の改革に関する答申」 一一

(都道府県と市町村の機能区分、府県警察への一本化、市町村教育委員会

廃止など)

1954. 5

5

7

12

地方税法が改正

(県民税 ・不動産取得税 ・たばこ消費税の創設、入場税の国税移管、付加

価値税の廃止)

地方交付税法が制定

(地方財政平衡交付金制度に代えて地方交付税制度を創設)

警察法が改正 ・施行

(国家地方警察と自治体警察が廃止され、都道府県警察に一元化)

阪神 5 都市連合構想が登場

1955.°4 関経達が府県制廃止、̀国の出先機関による道州制~設置などを提言

12 地方財政再建特別措置法が制定

1956. 3 教育委員の公選制が廃止

4 新市町村建設促進法が施行

5 地方交付税法が改正

6

10

地方自治法が改正
(県と市町村間の地位 ・機能の明確化、議会の定例会と常任委員全数の制

限、県の部局の制限、内閣総理大臣・都道府県知事の適正な事務処理の

確保措置に関する規定、政令指定都市制度の創設など)-

新市町村建設促進法が施行

10 新教育委員会法が施行

1957. 5 地方交付税法が改正

10 第 4 次地方制度調査会が 「地方制度の改革に関する答申」

(府県制度の廃止、「地方制」の導入)

顔仁方〝岳政務が盾と広聯行政の励　　　　　　　　　　　　　　　　　　　グゲーテ前野　硯材:フ
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年　 月 摘　　　　　　　　　　 要

1958. 4

5

地方自治該が改正

(町村議会の事務局を任意設置とする)

地方交付税法が改正

1959 . 4 地方交付税法が改正

1960. 4 中国地方開発促進法が制定

7 自治庁が自治省に昇格

1961.・2 阪神の小都市が阪神広域行政都市協議会を設置

8 自治省が 「基幹都市構想」、建設省が 「広域都市構想」を発表_

11 臨時行政調査会か設置

1962. 3 地方交付税法が改正

5

10

新産業都市建設促進法が制定
(建設促進の̀一環として市町村合併を盛り込む)

市の合併の特例に関する法律が制定

10 全国総合開発計画が閣議決定

10 第 8 次地方制度調査会が 「地方開発都市に関する答申」

(地方開発事業団、連絡協議組織などを提言)

1963. 6

7

8

地方自治法が改正

(地方財務会計制度の整備、地方開発事業団の設置など)

近畿圏整備法が制定

(同法を機会に経済界による阪奈和合併論が活発化) _

第 1 次臨調が 「首都圏庁構想」を提示

12 第 9 次地方制度調査会が 「行政事務再配分に関する答申」

(地方公共団体の連合制度を提言)

1964. 4 地方交付税法が改正

7

7

地方自治法が改正

(都の事務の一部を特別区に移譲) -

工業整備特別地域整備促進法が制定 、

9 二第 1次臨調が 「広域行政の改革に関する答申」

11 第9 次地方制度調査会が 「行政事務再配分に関する答申」

(都道府県の自主合併と広域的行政処理を提言)

1965. 3 地方交付税法が改正

4

4

市町村合併特例法が施行

(北九州市、東大阪市、東広島市が誕生)

地方行政連絡会議法が制定

9 第10次地方制度調査会が 「府県合併に関する答申」

I

〝ゲーテ楯1免状　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戯一彦にお〝石.彼方が盾と広即行醇の威力
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年　 月 ・摘　　　　　　　　　 要

.1966. 4 地方交付税法が改正

7 地方公営企業法が改正

(一般会計との負担区分の明確化、管理者の地位の強化、財務制度の合理

化、財政再建措置など)

1967. 7 .住民基本台帳法が制定

11 自治省が 「地方中堅都市育成構想」を提示

1968. 3

4

地方税法が改正 .
(道路目的財源として自動車取得税の創設など)

日本商工会議所が全国8 ブロックの道州制構想を決議

4 西日本経済協議会が 「都道府県合併特例法」の早期成立を決議

6 新都市計画法が公布

8 第12次地方制度調査会 「最近における社会経済情勢の変化に伴う地方行政

の変貌に対処する行財政上の方策に関する中間答申」

1969. 3

5

地方自治法が改正

(市町村に基本構想策定の義務づけなど)

`新全国総合開発計画が閣議決定

5 自治省が 「広域市町村圏振興整備措置要綱」を設置

6 建設省が 「地方生活圏」を設定

10

12

第13次地方制度調査会が 「広域市町村圏及び地方公共団体の連合に関する

答申」

関経連が府県制廃止と道州制導入を提言

1970. 3

4

8

地方自治法が改正
(市細施行の人口基準を3 万人以上とする.2 年間の時限法)

過疎地域対策緊急措置法が制定

11 自治省が 「コミュニティ構想」を発表

12 .第14次地方制度調査会が 「大都市制度に関する答申」

1971. 3

4

地方自治法が改正

(広域市町村圏の設置と一部事務組合の組み合わ草など)

自治省が 「コミーユ′ニティ対策要綱」を設置

1972. 10 第15次地方制度調査会が 「特別区制度の改革に関する答申」_

10 工業再配置法による地域指定

10 第15次地方制度調査会が 「癖別区制度の改正に関する答申」

1973. 3

11

地方税法が改正

(住民税の減免、特別土地保有税の創設)
第15次地方制度調査会が 「今後の地方行財政のあり方に関する中間答申」

(土地対策、コミュニティと住民参加など)
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1974. 6

6

地方自治法が改正

(東京都特別区長公選制の採用、都と特別区の事務配分、都の配属職員制

度の廃止、複合的一部事務組合の創設など)

国土庁が設置

12 国土利用計画法が施行

1975. 3 、

3

7

地方税法が改正

(事業所得税の創設)

市町村の合併の特例に関する法律が改正

(有効期限の10年間延長)

第16次地方制度調査会が 「地方財政の硬直化を是正するためにとるべき対

策について」を発表

1976. 6 第16次地方制度調査会が 「住民の自治意識の向上に資するための方策に関

する答申」

1977. 4 自治省が 「大都市周辺広域行政圏振興整備措置要綱」を設置

5

11

地方自治法が改正

(都議会議員定数の法定数を増加)

第三次全国総合開発計画が閣議決定

1978. 7 第 1回地方の時代シンポジウムが開催

11 地域総合整備事業債の元利償還金の地方交付税措置が導入

1979. 4 自治省が 「新広域市町村圏計画策定要綱」を設置

7 国土庁が 「モデル定住圏計画策定要綱」を設置

9 第17次地方制度調査会が 「新しい社会経済情勢に即応した今後の地方行財
政醜度のあり方についての答申」

1980. 7 全国市長会が 「地方の時代における都市政策の提言」を発表

12 軍18次地方制度調査会が 「地方行財政に関する当面の措置等についての答
串」

1981. 3 第 2 次臨調が発足

7

10

第 2 次臨調が第1 次答申

(国と地方との機能分担、地方行政の改善)

関経連が 「地方庁」構想

11 第18次地方制度調査会が 「地方行財政制度のあり方たっいての小委員会報

告」

1982. 6 全国市長会が 「行政改革に関する提言」で地方分権の推進を主張

9 第 2 次臨調が第3 次答申
(府県を越える広域行政は将来の課題として検討)
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1983 . 3 第 2 次臨調が最終答申

7 第 1 次行革審発足

11 第19次地方制度調査会が 「広域行政制度のあり方に関する小委員会報告」

1984. 12

12

第 1 次行革審が第 1次答申

(地方公共団体に対する国の関与、必置規制の整理合理化)

第20次地方制度調査会が「地方行財政に関する当面の措置についての答申」

1985. 1̀ 自治省が 「地方行革大綱」を設置

7 第 1 次行革審の小委員会が報告

(機関委任事務、代執行制度の見直しなど)

1986. 2

5

6

第20次地方制度調査会が 「機関委任事務等に係る当面の措置についての答

申」

地方自治法が改正

(公有地への土地信託制皮の導入) .

第 1 次行革審が最終答申

(都道府県の広域化、市町村の自主合併の推進など).

1987. 6 第四次全国総合開発計画が閣議決定

12 第21次地方制度調査会が「地方行財政に関する当面の措置についての答申」

1988. 5 第21次地方制度調査会が 「地方公共団体? の権限移譲等についての答申」

6 多極分散型国土形成促進法が制定.

10 関経達が 「地方庁」を提言

10 西日本経済協議会が提言を決議 ・̀

(地方分権の推進、地方庁 ・道州制の.検討など)

1989. 5

6

経団連が 「国と地方の関係見直しに関する提言」

(都道府県・市町村相互の連携、合併の促進など)

自治省が 「ふるさと市町村圏推進要綱」を設置

7 全国市長会が 「第2 政令指定都市構想」を提示

8 関経達が 「府県共同体構想」を提示

10 中部経済連合会が段階的な道州制移行を提言

10 西日本経済協議会が府県連合 ・府県共同体制度などの提言を決議

12 第 2 次行革審が 「国と地方の関係等に関する答申」

(都道府県連合制度、地方中核都市制度、市町村連合制度など)

1990. 10 西日本経済協議会が府県連合から道州制への段階的移行などの提言を決議

11 行革国民会議が 「地方主権」を提唱

11 中国経済連合会が 「多極分散型国土実現への提言」

(府県協議会・府県連合を経て、将来的に道州制への移行など)
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1991. 3

3

地方自治法が改正

(機関委任事務の職務執行命令訴訟制度、監査委員制度など)

岡山県21世紀の地方自治研究会が 「連邦制の研究報告書」を発表

7

11

第 3.次行革審が第 1次答申
(国 ・地方の役割分担と地方分権の痴進など)

関経連が都道府県連合制度を提言

11 第22次地方制度調査会が都道府県連合制度試案を答申

12 第 3 次行革審が第2 次答申

(地方分権特例制度など)

1992. 5 地方拠点都市法が制定

6 _

12

第 3 次行革審が第3 次答申

(地方分権特例制度など)

経済同友会が 「地方活性化への提言」

12 地方分権特例制度が閣議決定

1993. 1 政治改革推進協議会が 「地方分権に関する緊急提言」

4 第23次地方制度調査会が 「広域連合及び中核都市に関する答申」

6 衆参両院において 「地方分権の推進に関する決議」

10 第 3 次行革審が最終答申

(規制緩和と地方分権の推進を提唱)

1994. 1 政治改革法が成立

1 政府に行政改革推進本部を設置

6

2

地方自治法が改正

(中核市、広域連合など)

行政改革推進本部が 「中期行革大綱」を決定

11

12

第24次地方制度調査会が答申

(地方分権の推進、市町村の自主的な合併など)

政府が 「地方分権の推進に関する大綱方針」を閣議決定

1995. 3

4

1市町村合併特例法が改正

(住民発議制度など)

中核市制度が施行

5 広域連合制度が施行

7 地方分権推進法が施行

7 地方分権推進委員会発足

1996. 3 地方分権推進委員会が中間報告

12 地方分権推進委員会が第1 次勧告

資料:水口憲人・自治体問題研究所編r広域行政と地方分権』1993年、沼田良F地方分権改革」
1994年、新藤宗幸r地方分権を考えるJ1996年、関西経済連合会「閑経連四季報」第25号、
1991年などを参考にまとめた。
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